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一般社団法人 山梨県建設産業団体連合会長 殿 

 

 

 

山梨県 県土整備部長 

（公 印 省 略） 

 

 

「山梨県工事技術的難易度評価実施要領」の一部改定について（参考送付） 

 

山梨県県土整備部では、令和６年 3 月 22 日付け技管第 1596 号で通知した「山梨県工事技

術的難易度評価実施要領」について一部改定し、令和７年 4 月 1 日以降に公告（指名競争入札に

おいては指名通知）する工事からから適用することとしますので、参考送付します。 

 

 

山梨県工事技術的難易度評価実施要領は、山梨県ホームページへ掲載します。 

https://www.pref.yamanashi.jp/gijutsukanri/hyoutei.html 
 

 

 

 

 

山梨県 県土整備部           

技術管理課 技術基準担当    

電話 055-223-1682 


